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本日の説明



（参考）老健局主導型（当局管内分）

プッシュ型 自治体（町） 県

上限超過型 壬生町 栃木県

フォローアップ型 富士川町 山梨県

自治体（市町） 県

水戸市 茨城県

宇都宮市 栃木県

みなかみ町 群馬県

川越市 埼玉県

新発田市 新潟県

厚生局主導型（５県５自治体）

令和５年度 支援自治体
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令和５年度 関東信越厚生局 専門アドバイザー（有識者）

川越 雅弘 埼玉県立大学保健医療福祉学部兼研究開発センター教授

畑山 浩志 洲本市役所健康福祉部介護福祉課長寿支援係

理学療法士生活支援コーディネーター

服部 真治 （一財）医療経済研究・社会保険福祉協会医療経済研究機構

政策推進部副部長（企画推進担当）研究部主席研究員

山田 実 筑波大学人間系教授

鶴山 芳子 公益財団法人さわやか福祉財団

岡野 貴代

浅野 有子 一般社団法人日本介護支援専門員協会

幡野 敏彦

（敬称略）
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令和５年度 支援自治体別担当アドバイザー

支援自治体 支援テーマ 担当アドバイザー

水戸市
（茨城県）

短期集中予防サービス

通いの場

服部 真治

山田 実

宇都宮市
（栃木県）

介護予防ケアマネジメント

短期集中予防サービス

通いの場

山田 実

浅野 有子

みなかみ町
（群馬県）

通いの場 畑山 浩志

川越 雅弘

川越市
（埼玉県）

地域ケア会議 川越 雅弘

幡野 敏彦

岡野 貴代

新発田市
（新潟県）

短期集中予防サービス

生活支援体制整備事業

服部 真治

鶴山 芳子

（敬称略） 3



チーム支援

アドバイザー、都道府県、厚生(支)局が支援チームを構
成し、一体となって市町村支援を行います

支援チーム内で分担をして、支援自治体の事業の目指す姿
や目的に合わせて伴走的支援を実施します

自治体の事業構築や課題解決に向けて、
□アドバイザー：専門的・具体的な内容について助言・支援を行っていただきます
□都道府県：支援自治体に近い立場での相談役・助言役として参画していただきます
□厚生(支)局：全体的な視点から、伴走的支援が円滑に進むよう連絡・調整等を行います
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令和５年度 現地支援の議事の例

自治体
第１回目支援 第２回目支援 第３回目支援

午前 午後 午前 午後 午前 午後

例１

・加速化事業説明（厚
生局）
・市の現状及び課題、
今後目指す姿について
（市）
・AD講話
・意見交換

・事業の状況と課題の
共有
・意見交換

・目的説明（市）
・AD①助言
・取組の現状と課題
（市）
・グループワーク

・趣旨説明（市）
・AD②講話
・模擬地域ケア会議
（ファシリテータ：
AD）

・趣旨説明（市）
・AD講義
・意見交換

・趣旨説明（市）
・模擬地域ケア会議
（ファシリテー
ター：市）

庁内関係課、支援センター 庁内関係課、支援センター
庁内関係課、支援センター、社協、

リハ協会

例２

・加速化事業説明（厚
生局）
・市の現状と課題
（市）
・意見交換

・AD①講義
・AD②講義
・ディスカッション

・AD①講義
・ディスカッション

・趣旨説明（市）
・AD②講義
・ディスカッション

（サービスC事業従事者研修兼
介護保険事業所従事者研修会）

・オリエンテーショ
ン（市）
・AD①講演
・ディスカッション/
グループワーク

（生活支援体制整備部会）

・AD②講義
・市の目指す姿
（市）
・活動報告
・協議（グループ
ワーク）

庁内関係課、支援センター、社協、SC 庁内関係課、支援センター、社協
居宅介護支援事業所
他研修会対象従事者

部会員

例３

・加速化事業説明（厚
生局）
・市の現状と課題につ
いて（市）

・ディスカッション、
共有

・意見交換/発表 ・ディスカッション ・ディスカッション

－

支援センター、病院関係者（リハ職）

支援センター、社協、
病院関係者（リハ
職）、社福法人関係
者（リハ職）、SC

支援センター、病院
関係者（リハ職）、
社福法人関係者（リ
ハ職）

支援センター、病院
関係者（リハ職）、
社福法人関係者（リ
ハ職）

※各例の下段は支援自治体の担当課以外の参加者の例示
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令和６年度 地域づくり加速化事業について
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貴自治体の外から、支援チームの伴走的支援を受ける地域づくり
加速化事業の機会を積極的・効果的にご活用ください

 支援は、意見交換、相談支援、講話・研修会等を自治体のニーズに
応じて実施いたします

 伴走的支援の間は、現地支援・mtg以外の時間であっても、当局を
はじめとした支援チームに、いつでも相談していだきながら、支援
の内容や方向性を検討していただくことができます

 これまでに集まることが難しかった庁内外の関係者との意見交換の
場として、庁内連携や様々な事業関係者と意識合わせを行える機会
にしていただくことができます

最後に
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